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福岡県医師会内に設置する福岡県集団検診協議会骨粗しょう症検診部会委員会（委員長：

岩本幸英（九州大学医学部整形外科教授））において、福岡県における骨粗しょう症検診の

実施方法等について、本県における問題点を整理したうえで、改善策について検討を行い

下記のとおりまとめた。 

 

記 

 

【はじめに】 

骨粗しょう症検診は厚生労働省の定めた健康増進事業実施要領に基づき、基本的には全

国で統一された方法で行われている。（文献１）（図１） 

現在の本県における骨粗しょう症一次検診も健康増進事業実施要領に基づいて行われて

いる。主に問診による骨粗しょう症危険因子の把握と骨密度測定の結果に基づき、「異常な

し」、「要指導」、「要精検」に区分する。「要精検」と判定された者について精密検査実施医

療機関での精密検査を受けるように指導することとなっている。 

なお、本県における骨粗しょう症検診の実施状況を（表１）に示している。 
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【福岡県における骨粗しょう症検診の問題点】 

１）骨密度の評価に関する問題点 

本県においては、以前、一次検診で要精検とする骨密度結果について議論がなされた。

その中で、閉経前の 20～44 歳の女性の骨密度平均値との比較である YAM (Young Adult 

Mean) 値を用いると、高齢者の大多数が骨粗しょう症に該当することになると懸念された。

このため、本県の検診においては、要精検とする基準は、同年齢比較％で 80％未満とされ

てきた。表１に示す通り、本県は、全国と比較し、検診における要精検者の割合が極めて

低い。これは、同年齢比較 80％未満の基準を用いていることが原因のひとつであると考え

られた。しかしながら、現在、「骨粗鬆症予防マニュアル（厚生労働省）」では、骨密度の
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評価は YAM値を用いて評価を行うこととされている。（図１）実際、県内の検診実施機関や

自治体および医師会に聞き取り調査を行ったところ、同年齢比較％で 80％未満を基準にす

るものと YAM値を用いているものとが混在していることがわかった。 

 

 
２）問診票に関する問題点 

問診票についても同様に聞き取り調査を行った。様式だけでなく、内容もそれぞれの検

診で異なっていることが明らかとなった。 

現在の骨粗しょう症の診療ガイドラインを図２および３に示すが、骨密度の値にかかわ

らず、大腿骨と脊椎の脆弱性骨折歴があれば、治療が必要な骨粗しょう症と診断される。

しかしながら、問診票によっては、骨折に関する記載で大腿骨および脊椎の骨折について

の記載欄がないものも存在した。 
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【検診方法の改訂】 

１）骨密度評価における YAM値の使用 

骨粗鬆症予防マニュアルでは、YAM値を用いて評価を行うこととされている。（図１） 

また、原発性骨粗しょう症の診療ガイドライン（文献２および３）においても、YAM値が

用いられている。本県での検診においても、骨密度の評価は YAM 値で行うことが妥当であ

るとの考えで一致した。  

 
２）問診票の内容統一および精密医療機関での利用について 

精密検査実施医療機関の受診が必要な患者については、問診票を持参して受診すること

で、効率良く二次検診が実施できると考えられた。そこで、持参する問診票の内容には、

原発性骨粗しょう症の診療ガイドライン（文献２および３）に基づいて診断および治療開

始を行うにあたって必要な情報をできる限り含めることが提案された。上記の通り、本ガ

イドラインにおいては、（特に脊椎と大腿骨の）脆弱性骨折歴が骨密度測定値と並んで重要

であるため、問診内容には骨折歴とその詳細な情報について記載する欄が必要と考えた。

また、ガイドラインの治療開始基準に取り入れられた FRAXの項目も含まれていることが必

要と思われた。FRAX は世界保健機関(WHO)が作成した、75 歳以下の人を対象とした、骨折

リスク評価のためのツールであり、骨密度の測定なしでも、10年間の骨折確率を計算する

ことができる。 

なお、本ツールはインターネット上で公開されている。 

（http://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?lang=jp）（図４） 

 
 

骨粗しょう症椎体骨折には、強い痛みを伴わないものがあり、発見が遅れることがある。 

一方で身長の低下は椎体骨折の存在と関連していることが示されている。（文献４）したが

って、身長低下が著しい人では、骨折した記憶がなくとも、椎体骨折を有する可能性を考

える必要がある。このことから、身長低下は精密検査での確認項目のひとつとして有用な

情報であり、問診票の項目に加えるべきであると考えた。 

 骨粗鬆症予防マニュアルで推奨されている問診内容と合わせて、別紙の通り問診票を作
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成した。各検診実施機関や自治体で用いる問診票については、本問診票の内容を網羅して

いることが望ましい。  

 
 

【まとめ：福岡県における骨粗しょう症検診】 

以上の改訂内容と合わせ、本県における骨粗しょう症検診とその後の精密診療、治療へ

の流れを述べる。 

まず、一次検診機関等において、問診票記入および骨密度測定を行う。図１に沿って、

判定を行い、要精検の者については、記入済問診票および一次検診結果を持参の上、精密

検査実施医療機関を受診する。精密検査実施医療機関は、患者持参の資料を参考にし、か

つ単純Ｘ線等の精密検査も適宜行い、適切な診断・治療を行う。 
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